
飯塚市中小企業振興基本条例の概要
（H28.4.1施行、H29.4.1一部改正）

この条例は、「中小企業の振興を基本となる事項を定めることにより、中小企業の健全な発展及び市民生
活の向上を図ることを目的に制定され、本市の中小企業振興に向けた基本理念や施策を総合的に推進す
ること等が定められています。

目 的 基本理念

中小企業が本市経済の発展において果たす役割の重要性に鑑
み、中小企業の振興の基本となる事項を定めることにより、中小
企業の健全な発展を図り、もって地域経済の発展及び市民生
活の向上に寄与することを目的とする。

◆中小企業者等の自らの創意工夫と、経営の改善
及び向上に対する自主的な努力を尊重

◆経済的社会的環境の変化への円滑な適応と地
域特性に応じた総合的な振興施策

◆市、中小企業者等、関係団体、金融機関、大企
業者、大学等及び市民の連携・協力

（第1条） （第3条）

基本方針

◆中小企業者等の創業等の促進を図ること。 ◆中小企業者等の経営基盤の強化の促進を図ること。
◆中小企業者等の新たな事業展開の促進を図ること。 ◆地域資源を活用した事業の促進を図ること。

（第4条）

各団体の責務・役割

中小企業の発展
市民生活の向上

市の責務（第５条）
・中小企業振興施策の実施
・国、県、関係団体等及び市民
との協力
・工事発注等にあたっての受注機
会の増大
・積極的な情報の収集及び提供

連携・協力

中小企業者等の役割
（第６条）

・自主的な経営の改善
・地域社会の一員としての責任等
・人材育成、雇用環境の充実、職場
環境整備
・関係団体への加入努力及び市及び
関係団体の施策への協力

関係団体の役割
（第７条）

・中小企業者等の事業活動
支援に際しての基本理念
実現への取り組み

大学・産業支援機関
の役割

（第１０条）
・中小企業者等が取り組む事
業活動への協力
・人材育成、研究及びその成果
の普及

市民の理解
及び協力

（第１１条）
・中小企業振興への理解、
協力

大企業者の役割
（第９条）

・中小企業者等と
の連携、協力
・市施策への協力

金融機関の役割
（第８条）

・円滑な資金提供、経営
に関する相談及び助言

中小企業振興
円卓会議

◆本条例に掲げる目的達成に向け、中小企業振興円卓会議を設置し、中小企業振興
施策について審議・調査・提案等を行う。

（第12条）

財政上の措置 （第13条） ◆市は、中小企業振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努める。

実施状況の
公表

（第14条） ◆市長は、毎年度、中小企業振興施策の実施状況をとりまとめ公表する。

条例の見直し （第15条） ◆市長は、一定期間ごとに必要に応じて条例の見直しを行う。

令和7年10月30日
飯塚市中小企業振興円卓会議
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